
輸出先国 HP.の輸入検疫条件閲覧方法  

諸外国に植物を輸出する際には輸出先国が定める輸入検疫条件に従う必要があります。当資料に従

って操作し輸出先国の輸入検疫条件を確認してください。 

 

１．フィリピン共和国植物検疫ホームページ「BUREAU OF PLANT INDUSTRY NATIONAL PLANT 

QUARANTINE SERVICES DIVISION」を開きます。 

https://npqsd.bpi-npqsd.com.ph/ 

 

 

２．画面上のリストから輸入「Inport」タブをクリックします。 
 

 

 

ASDA 

 

生きている植物 

 苗木（繁殖材料として使用されるその栄養部分を含む。） 

栽培用種子 

 

ホーム 輸入 輸出 国内 我々について 問合せ 

植物/植物製品を輸入しようとする個人/企業は、事前に NPQSD に植物検疫クリアランス（PQC）（BPI Q フォーム No.1）（個人目的）衛生お

よび植物検疫輸入クリアランス（SPSIC）（商業目的）を提出する必要があります。PQC / SPSIC を必要とし、検査の対象となる輸入品。 

特定の植物害虫の既知の宿主であるため、または制限区域に由来するために、特別検疫命令

の下で禁止/制限された輸入として申告された新鮮な果物、野菜、およびその他の植物製品。 

 真菌、細菌、ウイルス、線虫およびその他の植物病原性物質 

培養藻類物、マメ科植物の接種材料としての根粒菌培養物。 

種菌を含むキノコ培養物 

土壌及び生物の分離のための植物材料 

その他の植物材料 

輸入の方法 

 

法的事項-プロトコル 輸入可能な植物・植栽資材一覧 許可される果物と野菜

の最新リスト 

輸入許可業者一覧 認定施設一覧 ダウンロード可能な

フォーム 

https://npqsd.bpi-npqsd.com.ph/
https://npqsd.bpi-npqsd.com.ph/


 

 

 

昆虫、鳥、サル、爬虫類などの特定の種の動物は、農作物に損害を与え、農作物を害する恐れがある。 

生物的防除剤および遺伝子組み換え生物/物質。 

PQC/SPSIC 適用前の初期評価 

以下のプロセスは、PQC/SPSIC の発行前に実施する必要があります。 

病害虫リスク分析（PRA） 

商品 (植物/植物製品) を特定の国から輸入する前に、まず害虫リスク分析 (PRA)-ISPM 11 を受ける必要があります。 これは、害虫、

植物病害、およびその他の植物関連生物が寄生する可能性のある植物/植物製品の侵入リスクを評価する際に、輸入国によって実施される

国際標準の植物検疫手順です。 PRA の結果は、商品の輸入が許可されるかどうかの基準となります。 （プロセスフロー） 商品の分類 

植物由来の商品の分類に関する 2014 年ガイドラインの DA 検疫行政回覧第 01 号シリーズに準拠。植物検疫輸入要件を確立する際に重要な病害虫リ

スクに従って商品を分類する際のガイダンスを提供します。 カテゴリーⅠ 

検疫有害動植物が寄生できない程度まで加工された商品は、規制されるべきではありません。 

カテゴリーⅡ 

検疫有害動植物が寄生する可能性が残る程度まで加工された商品。使用目的は、消費またはさらなる処理のためであること。 PRA は、加工によって排除されない

可能性のある検疫有害動植物に必要となる場合があります。 
カテゴリーⅢ 

未加工の商品。商品の使用目的は、消費または加工です。 PRA が必要です。 

カテゴリーⅣ 

未加工の商品。使用目的は植栽です。 PRA が必要です。 

輸入通関/証明書の申請 

植物検疫サービス証明書 (PQSC) 

カテゴリーⅠに該当する商品は輸入前に発行 

PQSC の申請方法は？ 

輸入者は、特定のカテゴリー 1 貨物について申請書を提出する必要があります。 

申請が評価され、商品がカテゴリー 1 に該当する場合、登録チームは承認のために BPI ディレクターに PQSC を承認します。 

BPI ディレクターによる承認後、登録チームは PQSC を輸入業者に発給します。 

植物検疫クリアランス (PQC) および衛生および植物検疫輸入クリアランス (SPSIC) 

どちらもカテゴリー II、III、IV の商品に対して発行されますが、PQC は個人消費のための商品の輸入に対して発行され、SPSIC は商業目的で発行されます。 

輸入される製品が人間、動物または植物の生命または健康を保護し、動物または植物間の害虫または病気の蔓延を防

ぐための基準を満たしていることを確認するために、輸入前に発行されます。 

意図された目的に対する製品の品質と適合性を維持するために、輸入者が遵守すべき条件を規定しています。 

PQC/SPSIC の申請方法は？

(PQSC) 
PQC の場合: 申請書は、NPQSD 中央事務局で、次の要件に従って個人的に提出する必要があります。 (プロセス フロー) 

SPSIC の場合: 申請者は BPI の登録輸入者である必要があり、intercommerce.com.ph (プロセス フロー) を通じて申請書を提出する必要があります。 

操業許可-輸入者 (プロセスフロー)  

商業目的の植物、植栽材料、および植物製品の輸入のために SPSIC を申請する前に、申請者はまず輸入者として登

録する必要があります。これは DA Department Circular no.商業目的の植物、植栽材料および植物製品の輸入に関す

る 2016 年ガイドラインの 04 シリーズに準拠しています。 会社は、NPQSD 中央事務局に次の要件を提出しなけ

ればならない。 

公証登録申請書 

現在の市長の許可または事業許可 (CTC) 



 

 

 

３．画面上のタブから、輸入可能な植物・植栽資材一覧「List of Allowable Plants/Planting Materials 

To Import」、許可される果物と野菜の最新リスト「Updated List of Allowable Fruits and Vegetables」な

ど、確認したい項目をクリックすると検疫条件を確認できます。 

 

※当資料は 2023年１月の情報を基に作成しており、現在の掲載内容と異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

事業所の証明: 

法人の場合: SEC 登録、定款および付属定款 (法人存在証明書 付き) 

協同組合の場合: CDA 登録、定款及び付属定款 (法人存在証明書/適合性証明書 付き) 

倉庫の正確な位置の物理的なスケッチと GPS; 

個人事業主の場合: DTI 登録 

PEZA 経済特区の場合：PEZA 登録 

保管庫/倉庫 (該当する場合) または DA 認定冷蔵倉庫 (DA 認定証明書付き) を使用するための、以下の存在および権限の証明: 

所有権の証明 (輸入者名義の土地の OCT/TCT または賃貸人の OCT/TCT との有効なリース契約; 

日付の入った新聞紙を貼った倉庫の 5R 写真 

輸入米の場合：輸入米の流通地域 

代表者用の 2×2 の ID 写真 2 枚を含む特別委任状 (最大 3 名の代表者) 

輸入業者および/または認定ブローカーの BOC 登録による更新および現在の登録 

過去 3 年間の所有者/輸入者の監査済み財務諸表を含む年次所得税申告書 

申請が承認され、規制手数料が支払われると、PQC/SPSIC は 4 通が申請輸入者に発行されます。原本は輸入者に渡され、

通関港の植物検疫官に提示されます。2 通目は、 許可書に規定された条件を遵守するため、原産国の植物検疫所に提出する

必要があります。3 通目の写しは、通関港で税関長に提出する必要があります。4 通目の写しは、PQS に提出する必要があ

ります。 
商品到着時の検査 

到着時検査の申請 

輸入者は、貨物の到着の少なくとも 24 時間前に、正式に作成された検査申請書を PQS に提出するものとします。 以下の書類を提出するものとします。 

原産国の PQ によって発行された植物検疫証明書 (FAO/IPPC 原版); 

PQS 発行の PQC/SPSIC（原本） 

船荷証券/航空運送状; 

輸入貨物積荷目録と税関局(BOC)の入国申告書(コピー) 

PQC/SPSIC または植物検疫証明書 (PC) がない場合、そのような書類が提示されるまで、荷口は BOC の管理下に

置かれるか、(輸入者の要求に応じて) PQS の管理下に移されるものとします。 

PQC/SPSIC と PC の両方がない場合、積送品は原産国に返送されるか、別の受け入れ国に再輸出されるか、破棄されます。 

荷口到着後、輸入者は通関港の PQS オフィスで検査を申請する必要があります (BPI Q フォーム No. 4)。 輸入者は検査中に関連文書を提供するものとし、サンプルは実

験室での分析のためにも収集されます 

港湾手続き 


